
 

 

 

 

健 康 の 森 基 本 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 3 月 

藤  沢  市 
まちづくり推進部西北部長後地区整備事務所 

健康の森あり方検討会



はじめに  
 健康の森は、藤沢市都市マスタープランにおいて、自然環境の保全をはかりながら、都

市機能の導入に向けた利活用の方向性の検討及び整備促進をはかり、健康医療施設等、地

域の活力増進機能を備えた施設の立地誘導をはかることとされている。また、本市の三大

谷戸の１つとして遠藤笹窪谷（谷戸）の谷戸環境、緑地空間、里地・里山景観など、豊か

な自然環境を市民の共有財産として恒久的に保全することとしている。 

 「健康と文化の森」は、文化の森と健康の森で構成されており、文化の森では、平成２

年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス（SFC）が開設以来、教育・学術・研究機能の充実が

図られつつある。また、健康の森においては、平成 13 年に慶應義塾大学看護医療学部、平

成 18 年にインキュベーション施設が開設されており、今後、相鉄いずみ野線延伸計画と併

せて、新たな都市機能の集積が望まれている。 

これらを踏まえ、健康の森の貴重な谷戸環境や緑地空間を恒久的に保全しつつ、都市機

能の集積を図るための検討を行うことを目的とし、地域住民、自然保護団体、慶應義塾大

学及び有識者で構成される健康の森あり方検討会を設置した。 

 平成 22 年８月には、健康の森基本構想が策定され、その後、より具体な計画として健康

の森基本計画の策定に関する事項の調査、検討を行うため、健康の森あり方検討会の下部

組織として健康の森基本計画検討部会を設置した。 

 検討部会では、自然環境の保全手法や地域活性化に資する施設整備、維持管理のあり方

について、地域の方々と自然保護団体の方々が協働して、幅広く検討を行い、その内容に

ついて、健康の森あり方検討会で審議を行いながら、健康の森基本計画の策定を行った。 

 本計画は、これらの経緯の中で、地域の方々と自然保護団体の方々の意見を踏まえて策

定されたものである。 
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１．対象地の概要 

 

 本計画の対象区域は、湘南台駅の西方約 3.5km に位置する面積約 33ha の「健康の森」整備

事業区域内及びその周辺地域であり、全域が市街化調整区域となっている。 

 対象地の南側には、慶應藤沢イノベーションビレッジや慶應義塾大学看護医療学部等の施設

が立地している。 

 対象地は細長い谷底面と斜面緑地の谷戸地形となっており、谷戸の最も低い地点の標高が約

20ｍ、斜面頂部は標高が約 40ｍとなっており、高低差は約 20ｍとなっている。 

 植生は、斜面部にコナラ群集、竹林が広く分布し、竹林が拡大傾向にある。また、一部では、

シラカシ－アカガシ群落、広葉樹からなる屋敷林の跡もみられる。谷戸の湿地帯には、耕作放

棄地に成立したヨシ群落と草地が広くみられる。 
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２．計画条件の整理 

（１）関連計画 

 健康の森の上位計画等の関連計画を以下に示す。 

関連計画等 関連テーマ 緑地の配置・みどりのネットワークの方針 谷戸・緑地等保全方針 都市整備・施設整備方針 

神奈川県 神奈川みどり計画 
2006年 
3月 

・川をふちどるみど
りの泉（相模川緑
化域） 

・相模川と段丘斜面緑地を軸とした、平地林・農地・
中小河川などの多様な水とみどりの一体的な保全・
創出と活用を図るエリア 

  

マニフェスト2008 
2007年 
5月 

・三大谷戸の保全 
（遠藤笹窪谷戸） 

・「健康と文化の森」
構想の促進 

・“みどり„を横断的、広域的に保全していくため周辺
自治体と連携したネットワークづくりを進める 

・貴重種であるオオタカの営巣地である「遠藤笹窪谷戸」
を市内に広がる田園景観や優良農地の緑地空間を含め、
自然ネットワークとして保全 

・神奈川県や大学、さらには鉄道事業者などの関係機関とも
協力しながら、高度医療施設の誘致や相鉄いずみ野線延伸
など「健康と文化の森」構想の実現に向け積極的に取り組
む 

・慶応義塾大学に隣接する遠藤笹窪谷の多様な自然環境を保
全しながら、地元住民とも協力し、地区計画制度の導入な
どによって、この地域周辺を文化学園都市として整備 

新総合計画  
2011年 
４月 

・豊かな自然環境と
地域資源を守り発
展させ、次世代に
継承するまち 

・川名、石川丸山、遠藤笹窪緑地などの里山や谷戸、
身近な緑地を保全・再生する仕組みづくりと、多様
な生物・植物が生息する河川環境、北部を中心とし
た田園環境、湘南海岸の持つ豊かな自然環境の維
持・保全していく 

・自然豊かな田園環境の維持・保全の推進 
・多様な動植物の生息・生育環境の保全・再生の推進 
・谷戸や緑地等自然環境の保全・再生の推進 

・「健康と文化の森」における高度医療機能等の都市機能の集
積と充実を図る 

・相鉄いずみ野線の湘南台駅以西への延伸の検討 

都市マスタープラ
ン 

2011年 
3月 

・新たな時代を拓く
「健康と文化の
森」を創造し“人
と自然がいきづく
まち”夢のあるま
ち遠藤をめざす 

・新たな緑地空間の創出等を通じてネットワーク化を
すすめます。水と緑の空間は、生物多様性の維持・
保全の場であり、防災、骨格的な都市景観、海風・
陸風を市街地に運ぶ道、レクリエーション空間、農
産物の生産の場、教育の場、広域観光等の重要な資
源等といった役割を担っており、これらの自然空間
の維持・充実をすすめる 

・川名清水、石川丸山、遠藤笹窪の３つの谷戸は、都市と
の共生をはかりながらこれまでの経緯や今後の活用方
針を踏まえ、それぞれに適した形で保全につとめる 

 
・「健康の森」では、自然環境の保全をはかりながら、都市機

能の導入に向けた利活用の方向性の検討及び整備促進をは
かる 

・健康医療施設等、地域の活力増進機能を備えた施設の立地
誘導をはかる 

西北部地域総合整
備マスタープラン 

2005年 
6月 

・農・工・住が共存
する環境共生都市 

 
・西北部地域に残る自然環境資源は、藤沢市の都市環境構

成上の重要な要素であり多面的な利用と保全を進める 

・重点プロジェクトに「健康と文化の森」が位置づけられる 
・新産業や文化、医療等の面で、新しい藤沢の活力創造に資
する拠点に位置づけられる 

緑の基本計画 
2011年 
７月 

・都市機能の集積を
はかる区域と保全
を基調とすべき区
域などの棲み分け
をはかる 

 

・高度医療施設の誘致など、都市機能の集積をはかる区域
と、里地里山景観や貴重な生きものの生息空間である緑
地環境など、保全を基調とすべき区域などの棲み分けを
はかり、貴重な谷戸環境や緑地空間を保全しつつ、自然
環境の保全・再生・活用などの計画を進める。 

 

藤沢市 

ビオトープネット
ワーク基本計画 

2007年 
５月 

・保全型ビオトープ
核エリアに位置づ
け 

・田園地帯にふさわしい「都市拠点：健康と文化の森
地区」における新しい都市環境と共生したビオトー
プネットワークを目指す 

・高度医療施設をはじめとする都市機能集積に際し、谷戸
の地形や自然環境に配慮し、周辺環境との共生を目指す 

 

周辺市町 
茅ヶ崎市みどりの
基本計画 

2009年 
７月予定 

・周辺市町とのみど
りのネットワーク
形成 

・本市の周辺市町である藤沢市、平塚市、寒川町との
みどりのネットワークを形成することで、生態系ネ
ットワークや景観形成などの広域的なみどりのネッ
トワークを効果的に形成することを目指す 

  

その他 

慶応義塾大学看護
医療学部建設事業
に関わるオオタカ
保護についての見
解書 

2000年 
2月 

・オオタカが生息で
きる環境を保全す
ることを前提に自
然環境の質を高め
る 

・オオタカに影響が少なくなるような配置とする 

・バッファーゾーン・中心域及び高利用域については、オ
オタカの生息環境保全を前提とした土地利用に努める 

・事業計画地内の建物以外の場所は可能な限り里山環境を
目標として自然を復元する 

・営巣中心域中心部については、建造物の建設を避け現状
維持とする 

・里山環境維持のための森林管理を行う 
・谷戸構造の維持 
・グラウンドの使用制限 
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（２）基本構想 

 

 平成22年８月に策定された健康の森基本構想は、健康の森あり方検討会での議論、また地域

の方々との意見交換会（２回開催）により、多くの意見、要望を頂き、それらを踏まえ策定し

たものである。本構想は、今後の健康の森の保全と利活用の方針を示すものであり、主に、「自

然環境の保全と利活用の方針」、「ゾーニング図」、「広域レベルのフットパス※について」を示

している。 

「自然環境の保全と利活用の方針」では、対象地の現況特性と課題を踏まえた上で、対象地

における大きなテーマを設定して、それぞれのテーマを自然環境の保全、利活用、協働・連携

などの取り組みの方針ごとに整理し、具体的対応策（例）を明記した。 

「ゾーニング図」では、健康の森の環境特性をもとにゾーン区分を行い、現況特性および課

題を踏まえて検討したゾーンごとの保全方針と利用方針を明記した。 

「広域レベルのフットパスについて」では、健康の森のみならず、その周辺の地域資源を一

体的に利用するにより、さらなる地域振興を図るため、考えられる広域なフットパスのルート

を一例として設定した。 

これらの基本構想の内容を次頁に示す。 

 

※フットパスとは 

「フットパス」とは、イギリスを発祥とする“森林や田園地帯、古い街並みなど地域に昔からあるありのまま

の風景を楽しみながら歩くこと【Foot】ができる小径（こみち）【Path】”である。 

 イギリスではフットパスが国土を網の目のように縫い、国民は積極的に歩くことを楽しんでいる。 

 近年、日本においてもさまざまな地域において、各々の特徴を活かした魅力的なフットパスが整備されてき

ている。 
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自然環境の保全と利活用の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①周辺地域とのみどりのネットワークの形成 

・ 田園、緑地（少年の森、文化の森など）、河川（小出川など）

とのネットワーク形成 

・ みどりのネットワークの核としての三大谷戸、緑の拠点として

保全 

・ 周辺自治体と連携した保全 

【具体的対応策（例）】樹林と周辺農地との連続性の担保 

大きなテーマ（キーワード） 

①周辺地域とのみどりのネットワーク形成 

②谷戸環境の保全・再生 

③オオタカなど貴重な動植物が生息できる環境の保全 

③オオタカなど貴重な動植物が生息できる環境の保全 

・ 生物が生き長らえる環境を保全 

・ オオタカの生息環境保全を前提とした土地利用 

【具体的対応策（例）】 

希少種の保護・保全、広域的見地（周辺農地などを含む）からのオ

オタカ生息域の保全・共生 

⑤健康的な生活を支える豊かな自然環境の保全・活用 

・ 健康または医療をキーワードとした関わり 

・ 将来の高齢社会に対応する市民の健康づくりを育む健康増進施設の導

入 

【具体的対応策（例）】 

散歩や森林浴などの健康プログラムの検討、ＰＲの充実

②谷戸環境の保全・再生 

・ 貴重な動植物等に配慮した保全 

・ 元水田の湿地帯の利用 

・ かつての谷戸景観の復元。ふるさとの風景との共生 

【具体的対応策（例）】 

微地形や水環境、光環境などの立地ポテンシャルを把握した上で

の植生管理計画の立案・管理の実施、管理された環境を好む種と

管理されていない環境を好む種の両方の動植物に配慮した保全計

画の立案・管理の実施、湿地環境の再生、水田利用、雑排水対策 

⑥環境教育の場として活用できる森づくり 

【具体的対応策（例）】 

慶応大学と市民・行政・ボランティアの連携による環境教育プログラムの検

討、自然資源の発掘

⑧多様な主体と連携した森づくり 

・ 地元住民との協力 

・ 神奈川県や大学などの関係機関との協力（高度医療施

設の誘致や相鉄いずみ野線延伸など） 

【具体的対応策（例）】 

市民・大学・ボランティア等が連携できる仕組みづくり、

事業経緯の公表 

⑨管理に向けた管理体制の構築 

・ 専門家を含めて、管理計画と管理方針を立案 

・ 管理者同士が集まり管理方針を確認 

・ 市による（仮称）「健康の森を育てる会」の立ち上

げ 

・ 地域の方の意見を聞く 

・ ボランティアの参加 

・ 環境モニタリング体制の構築 

【具体的対応策（例）】 

地域住民等の管理に関わる団体の協議会の設置、植生

管理計画の策定、ボランティアの充実（団体創設、リ

ーダー養成等） 

自然環境の保全について 利活用について 取り組みの方針 

～協働・連携による事業推進～

④周辺環境と調和した地域活力に資する施設整備 

⑤健康的な生活を支える豊かな自然環境の保全・活用 

⑥環境教育の場として活用できる森づくり 

⑦周辺地域資源の一体的活用 

⑧多様な主体と連携した森づくり 

⑨管理に向けた管理体制の構築 

④周辺環境と調和した地域活力に資する施設整備 

・ 活用して良い場所とそれ以外の範囲の住み分け 

・ 自然と一体となった施設の配置 

・ 生きものと人との共生 

【具体的対応策（例）】 

湿地環境の再生、造成地の利活用、散策路の簡易整備、病院施設と自然と

の共生、農産物の直売施設など

⑦周辺地域資源の一体的活用 

・ 自然環境や景観を楽しむことができる散策路（フットパス）の設定 

【具体的対応策（例）】 

自然・文化・歴史的資源の発掘による散策ルートの設定・案内施設・ＰＲ

の充実、周辺地域と一体となった地域振興施策の実施（直売所やレストラ

ンとの連携）
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 ゾーニング図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一期整備区域：約 9.3ha 

③造成宅地：約 0.8ha

②農地：約 1.0ha

第二期整備区域：約 23.7ha 

①－２樹林部：約 4.1ha 

 

■保全方針 

・ 病院の建設予定地になっており、施設を整備す
る際には、斜面林と林縁の水環境に生育・生息
する動植物の保全に配慮・注意します。 

・ 周辺環境と一体となった斜面樹林であるため、
施設を整備する際には、周辺地域からの景観に
留意して保全に配慮します。 

■利用方針 

・ 高度医療施設の誘致を図ります。 

①樹林部：約 17.9ha 

 

■保全方針 

・ 希少種等を保全するために、現況植生や微地形、土
地のポテンシャルを把握した上で管理計画を立案
し、保全管理を行います。 

・ 源頭部や湿地との推移帯、林縁部に希少種が多いた
め、人の影響を抑え、水環境と林縁部の保全を図り
ます。 

・ 湧水ポイント付近は、植生管理を行うなど、光環境
の改善を図ります。 

・ 健康の森と周辺の農地のつながりを確保し、哺乳類
などの生息地の連続性（みどりのネットワーク）を
担保します。 

・ 竹林を活用した炭焼き活動等により、竹林を適正に
管理します。 

・ 谷戸景観を構成する連続した斜面樹林を確保しま
す。 

・ 周辺農地と一体となった樹林を保全します。 

・ オオタカの生息環境を保全します。 

■利用方針 

・ 既存の散策路を活用した散策路（フットパス）の設
定を行い、案内板の設置などの利用サービスを向上
し、自然環境や景観を楽しむことができるようにし
ます。 

・ 散歩や森林浴などの健康プログラムを検討し、豊か
な自然環境を保全して利活用します。 

・ 散策路沿いは多様な主体と連携し、環境教育プログ
ラムを作成し、自然資源の発掘・活用を検討します。

⑦旧グラウンド：約 1.0ha 

 

■保全方針 

・ 現況の水路際の水環境に配慮します。 

・ 谷戸景観の確保に配慮します。 

■利用方針 

・ 将来の高齢社会に対応する市民の健康づくりや
自然環境や谷戸景観を楽しむことができる散策
路（フットパス）の一部として活用します。 

・ 高度医療施設予定地であり、セラピー機能を充
実します。 

■その他 

・ 暫定的な利用については、地元からイベント用
の駐車場や、サッカーグラウンド、ゲートボー
ル場などのスポーツ広場としての要望があるた
め、オオタカの生息環境等への影響を評価しつ
つ検討します。 

⑧隣接樹林地：約 2.4ha 

 

■保全方針 

・ オオタカの生息環境を保全するため、樹林部と
一体として保全に配慮します。 

・ オオタカの生息環境を保全するため、樹林の担
保を検討します。 

・ 周辺環境と一体となった斜面樹林であるため、
周辺地域からの景観に留意して保全に配慮しま
す。 

■利用方針 

・ 事業用地外であるため、原則利用は行いません。

⑥造成部（上部）：約 1.2ha

 

■保全方針 

・ 外来種を駆除し、健康の森唯一の広がりのある
草地環境を活かして現況に配慮します。 

・ 水路際は、水生生物の生息環境として湿地部と
同様、現況の保全に配慮します。 

・ 谷戸景観の確保に配慮します。 

・ 冬季のヨシ原の火災対策に配慮します。 

■利用方針 

・ 将来の高齢社会に対応する市民の健康づくりや
自然環境や谷戸景観を楽しむことができる散策
路（フットパス）の一部として活用します。 

・ 高度医療施設予定地であり、セラピー機能を充
実します。 

⑤湿地（横断道下部）：約 0.5ha 
 

■保全方針 

・ ヨシ原に依存する生きものの重要な場所であり、両
生類の湿地環境として優れているため、現況を維持
しながら適度に開放水面の確保等、水環境の保全に
配慮するとともに、樹林部と一体となって樹林との
推移帯と小川沿いの保全に配慮します。 

・ 谷戸景観の確保に配慮します。 

・ 冬季のヨシ原の火災対策に配慮します。 

■利用方針 

・ 散策路沿いは多様な主体と連携し、環境教育プログ
ラムを作成し、自然資源の発掘・活用を検討します。

④湿地（源頭部）：約 1.3ha 
 

■保全方針 

・ 谷戸の湿地環境の中で最も重要な場所であるため
人の影響を抑え、生物多様性の保全と水環境の保全
を図ります。 

・ 樹林部と一体となって樹林との推移帯と小川沿い
の保全を図ります。 

・ 谷戸の谷底部の見通しを確保し、優れた谷戸景観の
連続性（奥行）を確保します。 

・ 冬季のヨシ原の火災対策に配慮します。 

■利用方針 

・ 散策路沿いは多様な主体と連携し、環境教育プログ
ラムを作成し、自然資源の発掘・活用を検討します。
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 広域レベルのフットパスについて 

 

 

 

 

レクリエーションエリア 

茅ヶ崎の里山の自然や文化を

体験できるエリア 

田園風景とヒガンバナ群生地

を楽しむエリア 

水田風景を楽しむエリア 

農園風景を楽しむエリア 

《広域レベルのフットパス設定の視点》 

・ 人と自然の共生を考え、健康の森周辺の自然と農業

を連続して楽しめる設定としている。 

・ 起終点は、地域活動の中心となっている御所見市民

センターやバス停としている。 

谷戸の自然と 

触れ合うエリア 

美しい農村風景を楽しむ 

エリア 

御所見の農園を巡るエリア 

小出川沿いのみどりを楽しむエリア

表　示 内容

自然と農を楽しむルート１

自然と農を楽しむルート２

みどりと農を楽しむルート

歴史を楽しむルート１

歴史を楽しむルート２

・ 広域レベルのフットパスは、健康の森

と周辺の地域資源を一体的に利用する

ことで、地域振興に寄与することを目

的に設定したものである。 

・ 広域レベルのフットパスは一例であ

り、考え方を示したものである。 

・ 具体的なルート設定については、将来

的な案内板の設置などの必要性を含め

て、遠藤地域経営会議などの地元組織

が中心となって検討を進められること

を期待するものである。 
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（３）植生管理計画 

 

 健康の森では、動植物を網羅的に把握した調査を過去実施している※。また、希少な野鳥の

営巣環境を保全するため、平成 19 年度に森林管理方針（案）を策定している（検討会などの

外部組織によるものではない）。 

 森林管理方針（案）では、健康の森地内（33ha）を７ゾーンに区分し、目標像、管理方針、

植生タイプ、管理内容、面積を示している。また、モニタリング調査を実施し、順応的管理を

行う森林管理のフローを示している。 

本計画においては、基本構想および、基本計画策定検討内容、自然的条件や社会的条件の変

化を踏まえ、当植生管理計画を基礎情報として参考にしている。 

 

 ※過去の動植物調査資料（オオタカ調査除く） 

・平成８年度 「健康の森」自然環境調査業務委託報告書（平成９年３月） 

・平成９年度 「健康の森」自然環境調査業務委託報告書（平成１０年３月） 

・平成１７年度 健康の森オオタカ調査業務委託報告書（平成１８年３月） 
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３．基本計画  
 健康の森の全体計画を次項の「健康の森基本計画図」に示す。また、特に詳細の計画が必要

な範囲である都市公園区域（素案）および横断道については、部分詳細計画を示している。 

 さらに、基本計画として、健康の森全体の自然環境の保全と自然環境を活かした地域活性化

策をバランス良く発揮し、かつ実効性の高い計画とするために、緑地保全手法、施設整備計画、

健康増進プログラムを示している。また、今後の適正な管理運営に向けて、管理運営計画を示

している。 

 

（１）健康の森基本計画図 

 

１）健康の森基本計画 

 全体およびエリアごとの方針と、エリアごとの具体的対応を示した「健康の森基本計画図」

を次項に示す。 
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２）部分詳細計画 

 特に詳細の計画が必要な範囲である都市公園区域（素案）および横断道の計画を次項に示す。 

都市公園区域（素案）の計画は、区域内で配置計画された施設等の整備方針を示した「健康

の森基本計画詳細平面図」と、田んぼ部の詳細を示した「田んぼ部横断図、縦断図」を示す。

また、横断道については、横断道沿いの湿地の方針と、具体的対応策を示した「横断道の方針」

を示す。 
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（２）健康の森における緑地保全手法  
１）緑地保全の方向性 
 平成22年に策定した「健康の森基本構想」1）では、植生・景観・生物生息状況などの現況特

性と課題を踏まえた上で、自然環境の保全と利活用の方針を示している。また、自然環境の保

全と利活用の方針ならびに将来土地利用計画を踏まえ、ゾーン毎の保全方針と利用方針を定め

たゾーニング図を策定した。本計画においては、健康の森基本構想における緑地保全の方針を

前提として、緑地を含む谷戸環境の保全を図るものである。 

 

２）緑地保全の手法 
 緑地保全の手法は、自然環境の保全と自然環境を活かした地域活性化策をバランス良く発揮

し、かつ実効性の高い計画とするために、法令等にもとづく複数の手法を組み合わせることを

検討します。 

【考えられる主な施策】＊藤沢市緑の基本計画(2011年 7月)から抜粋 

 □特別緑地保全地区 2）（都市緑地法） 

 □緑地保全地域 3)（都市緑地法） 

 □緑の保全地域 4）（市条例） 

 □保存樹林（市条例） 

 □都市公園 5）（都市公園法） 

 □都市緑地 6）（都市公園法） 

 □憩いの森（憩いの森開設規程） 

 □「神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例」（県条例） 

 □みどり基金事業（市条例） 

 □緑の広場（市要綱）  
（ⅰ）特に自然環境を保全する必要のあるエリア 
 特に自然環境を保全する必要のある①樹林部（約17.9ha）、④湿地（源頭部）（約1.3ha）、⑤

湿地（横断道下部）（約0.5ha）については、都市計画に基づいた緑地保全措置を検討していく。

具体的には、特別緑地保全地区（都市緑地法第12条）の指定を目標とする。 

しかしながら、特別緑地保全地区を都市計画に定める場合は、原則、地権者の同意が前提と

なる。また、これまでのケースでは面積が10ha以上の場合は神奈川県による買取り事案として

協議を行ってきたが、法改正により面積に関わらず用地取得は原則市が行うこととなったため、

神奈川県における用地取得の了解を得ることは、かなり困難と考える。 

そのため、特別緑地保全地区の指定に至るまでの間、市条例による緑の保全地域（藤沢市緑

の保全及び緑化の推進に関する条例第12条）の区域指定の検討や、県条例による里地里山保全

等地域あるいは保存樹林制度の活用など、２段階での対応が考えられる。 
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 ※特別緑地保全地区の指定による緑地保全上の効果、課題 
 （効果） 
  ・緑地における建築や樹木の伐採などの一定の行為は現状凍結的に制限されることから、緑地

を永久的に保全することができる。 
  ・土地所有者は相続税や固定資産税などの税制の優遇を受けるメリットがある。 
 （課題） 
  ・将来的な行為不許可に対する土地所有者等からの買取り請求に伴う、緑地買取りのための財

源負担が懸念される（国庫補助制度あり）。 

  ・建築や木竹の伐採などの行為が許可制となる。  
（ⅱ）自然環境を活かした地域活性化を検討するエリア 
 自然環境と調和し、施設等の配置により利活用を促進する⑥造成部（上部）（約 1.2ha）、⑦

旧グラウンド（約1.0ha）及び、①樹林部（約17.9ha）の一部についても、都市計画にもとづ

いた利活用の促進を検討していきます。具体的には、都市公園（都市緑地など）の指定を検討

します。  
（ⅲ）エリア区分 
 別添「緑地保全及び都市緑地区分図」のとおり  
３）民有地の管理について 
（ⅰ）特別緑地保全地区及び緑地保全地域内における管理 
 特別緑地保全地区及び緑地保全地域内では、市と土地の所有者等との間で、区域や管理方法

などのルール等を定めた上で管理協定（都市緑地法第24条）を締結することが考えられます。

管理協定を締結した場合、緑地の公開に必要な施設の整備が国の補助対象となり、土地所有者

は、土地を所有した状態で、ルールに基づいた管理支援を受けて管理の負担が軽減されます。

一方、管理協定を締結する際には土地の所有者等の全員の合意が必要となります。  
（ⅱ）その他緑地における管理 
 特別緑地保全地区及び緑地保全地域以外の緑地においては、市民団体等と土地所有者等との

間で、区域や管理方法などのルール等を定めた上で市条例に基づく市民管理協定 7）（藤沢市緑

の保全及び緑化の推進に関する条例第21条）を締結することが考えられます。市民管理協定を

締結した場合、市の支援を受けることができます。また、土地所有者等は、土地を所有した状

態で、ルールに基づいた管理支援を受けて管理の負担が軽減されます。一方、市民管理協定を

締結する際には土地所有者等の全員の合意が必要となります。 

（参考） 

 里地里山保全地域等協定（神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例） 
15




